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す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
平
成
29
年
度
の
予
算
の
範
囲
内
と

な
り
ま
す
。

問
申
建
築
指
導
課　

Ｂ
１
階

　
（
２
３
）１
１
７
８

　

当
施
設
は
、
家
庭
か
ら
排
出
さ

れ
る
枝
木
を
受
け
入
れ
た
後
、
枝

木
は
チ
ッ
プ
化
し
リ
サ
イ
ク
ル
を

し
て
い
ま
す
。
枝
木
の
処
分
を
お

考
え
の
方
や
防
草
材
な
ど
と
し
て

チ
ッ
プ
を
ご
利
用
さ
れ
た
い
方
は

下
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
受
付
日
…
毎
週
水
・
土
曜　

※
年
末
年
始
、
祝
日
を
除
く

●
受
付
時
間
…
午
前
８
時
30
分
～

正
午
、
午
後
１
時
～
４
時
30
分

●
受
入
れ
可
能
な
枝
木
…
枝
の
太

さ
が
15
㎝
未
満
の
も
の（
枝
木

■
三
世
代
住
宅
建
築
に
か
か
る
設
計

お
よ
び
工
事
監
理
補
助
制
度

●
対
象
住
宅

▼
三
世
代
の
世
帯
が
同
居（
同
居
予

定
者
を
含
む
）す
る
住
宅
で
、
居

住
部
分
の
床
面
積
が
１
７
０
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
住
宅

▼
登
録
設
計
士
が
設
計
か
つ
工
事
監
理

を
継
続
し
て
関
わ
り
建
築
す
る
住
宅

●
対
象
者

▼
市
内
に
自
己
居
住
用
の
三
世
代
住

宅(

三
世
代
と
な
る
親
子
孫
が
同

居
す
る
住
宅
で
、
孫
に
つ
い
て
は

最
年
少
の
子
が
小
学
校
卒
業
前
で

あ
る
こ
と)

を
建
築（
新
築
）す
る

方
で
、
登
録
設
計
士
と
設
計
か
つ

工
事
監
理
を
契
約
す
る
方

●
補
助
金
額
…
下
表
の
と
お
り

※
補
助
金
の
額
に
１
０
０
０
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。

●
そ
の
他

▼
設
計
お
よ
び
工
事
監
理
支
援
補
助

金
に
は
、
事
前
に
申
請
書
の
提
出

が
必
要
で
す
。
詳
し
い
要
件
や
必

要
な
書
類
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
下
記
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▼
他
の
補
助
制
度
と
併
用
で
き
る
も

の
と
で
き
な
い
も
の
が
ご
ざ
い
ま

の
長
さ
は
制
限
し
ま
せ
ん
）

※
次
の
も
の
は
受
入
れ
不
可
。

　

▼
シ
ュ
ロ
の
木
▼
根
や
枝
が
は

ら
わ
れ
て
い
な
い
状
態
の
も
の

▼
泥
や
石
が
混
入
し
て
い
る
も

の
▼
腐
っ
て
い
る
も
の
▼
杭
や

建
設
廃
材
な
ど
▼
事
業
系
の
枝

木
、
事
業
者
が
持
込
む
枝
木

●
利
用
対
象
者
…
市
内
に
住
所
を

有
す
る
方

●
受
け
入
れ
料
金
…

　

10
㎏
あ
た
り
１
０
０
円（
30
㎏

以
下
の
場
合
は
無
料
）

※
事
前
に
許
可
を
得
た
事
業
系
枝

木
に
つ
い
て
は
、
10
㎏
あ
た
り

２
０
０
円

◆
チ
ッ
プ
は
無
料
配
布
し
て
い
ま

す
。（
※
配
達
は
行
い
ま
せ
ん
）

問
大
田
原
市
緑
資
源
リ
サ
イ
ク
ル
施

設（
大
田
原
市
亀
久
９
３
２
‐
８
）

　
（
５
４
）０
９
２
１

問
生
活
環
境
課　
　

１
階

　
（
２
３
）８
７
０
６

　

２
月
４
日（
土
）に
実
施
し
た
市
有

地
公
売
一
般
競
争
入
札
に
お
い
て
、

未
契
約
と
な
っ
た
市
有
地
を
随
意
契

約
で
売
払
い
し
て
い
ま
す
。

　

物
件
情
報
や
申
込
方
法
な
ど
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

財
政
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
申
財
政
課

　

 (

２
３)

８
７
９
５

　

無
許
可
の
回
収
業
者
に
よ
る
廃
家

電
や
粗
大
ご
み
な
ど
の
廃
棄
物
の
回

収
は
利
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。　

　

ト
ラ
ッ
ク
や
空
き
地
で
の
不
用

品
回
収
や
訪
問
な
ど
に
よ
る
不
用

品
回
収
を
よ
く
見
か
け
ま
す
が
、
家

庭
で
ご
み
と
な
っ
た
家
電
製
品
や

自
転
車
、
家
具
な
ど
は
一
般
廃
棄
物

で
あ
り
、
収
集
・
運
搬
す
る
た
め
に

は
、
市
の
許
可
が
必
要
で
す
。

　
「
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
」

や「
古
物
商
の
許
可
」で
は
、
一
般

廃
棄
物
を
収
集
・
運
搬
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

　

無
許
可
の
回
収
業
者
に
廃
棄
物
を

引
き
渡
す
こ
と
は
、
適
正
な
処
理
が

さ
れ
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
高
額
な

料
金
を
請
求
さ
れ
る
料
金
ト
ラ
ブ
ル

や
集
め
た
も
の
を
不
法
投
棄
し
て
し

ま
う
な
ど
の
問
題
に
繋
が
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
生
活
環
境
課　

Ａ
１
階

　
（
２
３
）８
７
０
６

　

新
婚
夫
婦
を
応
援
す
る
た
め
、

　
『
結
婚
祝
金
』『
結
婚
新
生
活
支

援
補
助
金
』の
２
つ
の
制
度
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
楽
し
い
新
生
活

を
大
田
原
市
か
ら
始
め
ま
し
ょ

う
。

●
結
婚
祝
金

　

新
婚
夫
婦
の
新
生
活
の
祝
福
と

定
住
促
進
を
目
的
と
し
て
、
本

市
に
婚
姻
届
を
提
出
し
、
２
年

以
上
本
市
に
住
む
こ
と
を
確
約

さ
れ
た
ご
夫
婦
に「
大
田
原
市

子
育
て
支
援
券
１
万
円
」を
お

祝
い
と
し
て
差
し
上
げ
ま
す
。

●
結
婚
新
生
活
支
援
補
助
金

　

新
婚
夫
婦
の
新
生
活
に
係
る
費

用
の
助
成
を
目
的
と
し
て
、
平

成
29
年
１
月
31
日
か
ら
平
成
30

年
３
月
15
日
ま
で
の
間
に
婚
姻

届
を
提
出
し
受
理
さ
れ
た
夫

婦
の
世
帯（
た
だ
し
世
帯
所
得

３
４
０
万
円
未
満
）を
対
象
と

し
て
、
新
生
活
を
始
め
る
た
め

の
住
居
費
や
引
越
費
用
等
の
一

部（
上
限
24
万
円
）を
補
助
し
ま

す
。

※
各
制
度
の
詳
細
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
政
策
推
進
課　
　

２
階

　
（
２
３
）８
７
１
５

三
世
代
の
家
　
応
援
し
ま
す

補助

区分

登録設計士の所属する建築

士事務所の本店の所在地
市内 那須塩原市

設計
費用の２分
の１（上限
50 万円）

費用の５分の
２（ 上 限 40
万円）

工事

監理

費用の２分
の１（上限
50 万円）

費用の５分の
２（ 上 限 40
万円）

大
田
原
市
緑
資
源
リ
サ
イ
ク

ル
施
設
の
ご
案
内

市
有
地
を

売
払
い
し
て
い
ま
す

無
許
可
の
不
用
品
回
収
業
者

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

新
婚
夫
婦
応
援
事
業
の

　
　
　
　
　
　
　
お
知
ら
せ
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日
本
で
は
、
食
べ
残
し
な
ど
の
食

品
ロ
ス（
本
来
食
べ
ら
れ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
廃
棄
さ
れ
て
い
る
食
べ

物
）が
、
年
間
６
３
２
万
ト
ン
発
生

し
て
い
る
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
栃
木
県
で
は
食
品

ロ
ス
の
削
減
に
向
け
た
取
組
み
と

し
て
、「
と
ち
ぎ
食
べ
き
り
１
５（
い

ち
ご
）運
動
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

市
で
も
食
品
ロ
ス
を
少
し
で
も
な

く
す
た
め
、
と
ち
ぎ
食
べ
き
り
１
５

（
い
ち
ご
）運
動
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。

　

宴
会
や
イ
ベ
ン
ト
の
際
は
、

「
も
っ
た
い
な
い
」を
心
掛
け
、
食

べ
き
れ
る
量
を
注
文
す
る
な
ど
、

食
品
ロ
ス
を
削
減
で
き
る
よ
う
積

極
的
な
運
動
へ
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
運
動
の
内
容
】

　

食
品
ロ
ス
削
減
の
た
め
、
地
酒

で
乾
杯
し
、
宴
会
開
始
15
分
間
と

終
了
前
の
15
分
間
を「
食
べ
切
り

１
５（
い
ち
ご
）タ
イ
ム
」と
し
、

自
席
で
料
理
を
し
っ
か
り
食
べ
る

だ
け
で
す
。

美
味
し
く
て
エ
コ
、
そ
し
て
誰
で

も
で
き
る
こ
の
取
組
に
、
ぜ
ひ
ご

協
力
く
だ
さ
い
！

問
生
活
環
境
課
環　
　

２
階

　
（
２
３
）８
７
０
６

●
特
殊
詐
欺
対
策
電
話
機
等
…

警
察
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
な

ど
が
提
供
す
る
迷
惑
電
話
番
号

情
報
な
ど
を
用
い
て
、
振
り
込

め
詐
欺
及
び
悪
質
な
セ
ー
ル
ス

に
関
す
る
着
信
を
自
動
で
拒
否

し
、
ま
た
は
自
動
応
答
録
音
装

置
な
ど
を
備
え
た
特
殊
詐
欺
へ

の
対
策
機
能
を
有
す
る
電
話
機

も
し
く
は
機
器
で
す
。

●
申
請
方
法
…
特
殊
詐
欺
対
策
電

話
機
等
を
購
入
後
に
左
記
の
必

要
書
類
を
添
え
て
申
請
。

問
申
危
機
管
理
課　

東
２
階

　
（
２
３
）９
３
０
１

平成29年度狂犬病予防集合注射のお知らせ 問生活環境課　A１階　　（２３）８８３２

　｢狂犬病予防法｣により生後 91 日以上経過した犬に
は年１回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
　お近くの会場、または、都合のよい会場で接種してく
ださい。雨天でも実施しますが、天候や犬の体調を考
慮した上でお越しください。犬の体調がすぐれない場
合は、動物病院での接種をお願いします。
　その際、動物病院から注射済証明書が交付された場
合は、市役所（本庁・各支所）窓口にその証明書を持参
いただき、注射済票の交付 ( 手数料 550 円 ) を受けて
ください。
※法律により注射済票を犬に装着することが義務付け

られています。
　なお、犬の登録をしている飼い主の方には｢集合注射
案内のハガキ｣をお送りしますので、当日ご持参くださ
い。

　また、新規登録も受け付けますので、未登録の犬
も登録後に接種できます。
　ご来場の際は、首輪が抜けないようご注意くださ
い。（首輪がゆるいと、後ずさりで引っ張られるとは
ずれてしまいます。）
●料金…▶注射料金：3,500 円　　
　　　　▶新規登録料金：3,000 円（料金は現金のみ）

期　日 時　間 会　場

4月 15 日

（土）

  9:20 ～ 9:50 佐良土多目的交流センター
10:10 ～ 10:25 消防団詰所（消防湯津上分署南）
10:50 ～ 11:05 上蛭田集落センター
11:30 ～ 11:45 片府田生活センター
13:20 ～ 13:40 湯津上農村環境改善センター
14:00 ～ 14:30 湯津上小学校
14:50 ～ 15:10 狭原公民館

4月 16 日

（日）

  9:20 ～ 9:40 寒井本郷集会所
10:10 ～ 10:50 両郷出張所（コミュニティーセンター）
11:20 ～ 11:40 北区集会所 ( 北野上 )
13:20 ～ 14:00 黒羽支所
14:35 ～ 15:00 蜂巣集落センター

4月 18 日

（火）

  9:10 ～ 9:30 片田集会所
10:00 ～ 10:20 須佐木下組公民館
10:40 ～ 11:00 須賀川出張所
11:25 ～ 11:40 須賀川中組公民館
13:20 ～ 13:40 ニュー百億跡地
14:10 ～ 14:30 桧木沢集落センター
14:55 ～ 15:10 消防団詰所 ( 羽田公民館西 )

期　日 時　間 会　場

4月 19 日
（水）

  9:10 ～ 9:35 ふれあいの丘駐車場 ( 福原 )
10:05 ～ 10:20 倉骨笹原集落センター
10:50 ～ 11:15 旧ＪＡ金丸支所
11:30 ～ 11:45 上奥沢公民館

13:20 ～ 13:40 親園ほほえみセンター
( 旧地区公民館 )

14:05 ～ 14:20 野崎ニュータウン第３公園
14:40 ～ 15:10 中薄葉公民館

4月 20 日
（木）

 9:10 ～ 9:40 美原公園南駐車場
10:00 ～ 10:20 加治屋集落センター

10:40 ～ 11:00 大田原西地区公民館 
（旧勤労者総合福祉センター)

11:20 ～ 11:40 大田原東地区公民館
13:15 ～ 13:40 光真寺駐車場
14:00 ～ 14:15 紫塚ニュータウン公民館前公園
14:35 ～ 14:55 明宿公民館（旧地区公民館）
15:15 ～ 15:30 市野沢集落センター

4月 22 日
（土）

 9:20 ～ 9:50 佐久山地区公民館
10:20 ～ 11:00 野崎研修センター（野崎地区公民館）
11:30 ～ 11:50 上石上集落センター
13:30 ～ 14:10 金田北地区公民館
14:40 ～ 15:00 金田南地区公民館

4月 23 日
（日）

  9:10 ～ 9:40 勤労青少年ホーム ( 美原 1丁目 )
10:20 ～ 11:30 保健センター

13:20 ～ 13:40 農村環境改善センター
( 親園地区公民館 )

14:10 ～ 15:00 大田原市役所

と
ち
ぎ
食
べ
き
り
１
５
（
い
ち

ご
）
運
動
に
つ
い
て

特
殊
詐
欺
対
策
電
話
機
等
の
購

入
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す

対象 必要書類 補助金の額
市内在住で①～③のすべて
の条件に該当する方、また
はその方と同居する世帯員。
①市内に住所を有する 65 歳
以上の方
②申請日以前の１年以内に
特殊詐欺対策電話機等を購
入していること
③世帯員全員の市税などに
滞納がないこと

①領収書（品
名などが記
載されてい
るもの）
②保証書の
写し（購入
日および購
入店が記入
されている
もの）

特殊詐欺対
策電話機等
の購入に要
した費用の
２分の１以
内の額とし
て 5,000 円
を限度とし
ます。
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